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岡津小学校地域防災拠点について

岡津第三町内会令和４年３月度定例会

参考資料
➤・横浜市及び泉区HPの防災関連情報
➤・新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域防災拠

点の開設・運営について
（令和3年５月改定：横浜市総務局危機管理室）

➤・政府広報オンライン情報

2022年3月１２日・岡津町内会館
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□緊急指定避難場所と指定避難所

＊崩壊や火災により自宅に住めない方が一定期間

　生活する場所

＊風水害の危険が予測された時点で、災害の種類規模、危険 ＊横浜市内のいずれかの地点で、震度５強以上の揺れが

　区域等に基づき、行政が指定場所の候補の中から避難 　観測された時点で、地域防災拠点として開設される。

　場所を決める。

 ⇒候補として、近隣では岡津小学校、中川地区センター。 ＊避難所としてだけではなく、同時に、被災地における救援物

　資や情報のターミナル、救助/救援拠点としても開設。

＊開設/運営に伴う作業は、行政の担当者（区職員）が ＊開設及び運営は、住民、学校関係者、行政により組織された

　行う。（運営期間は、通常短期間） 　地域防災拠点管理運営委員会を中心に避難者が協力

　して行う。　（運営期間：数週間から数ヶ月）

＊台風＝接近の数日前から、区のホームページで行う。 ＊発災後の開設であり、事前告知はない。したがって、避難

　者になりうる地域住民の避難所の開設や運営に関する

＊避難情報と対象地域が発令されると同時に、避難地域に対 　事前の理解が必要。

　し、広報車が避難先（指定避難所）を告知。

＊緊急避難場所は、災害から一時的に身を守る場所である ＊震災によって避難生活を送る方のための最低限の備蓄品

　備蓄品はない。食料や飲料水、その他身の回りの品は、避難 　（食料・飲料水・日常品）や災害時緊急用トイレ、災害用

　時に、各自用意する。 　地下給水タンクなどの避難者向けの設備がある。
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２、岡津小学校が避難先になる場合

① 役割……地域における「防災・減災の中心的な役割」を担う施設。

② 背景……阪神淡路大震災を教訓にして、横浜市が市立の小中学校に設置。
現在、市内459、泉区内23の小中学校が拠点に指定されている。

③ 開設……横浜市内で、震度５強以上の揺れが観測された時、全拠点が開設される。

④ 運営……避難者の協力の下、地域防災拠点管理運営委員会を中心に運営される。
☞管理運営委員会のメンバーとは、（住民代表＋学校関係者＋自治体の担当者）

☞東日本大震災＊震度５強＝横浜市中区、神奈川区、泉区は震度５弱

☞防災拠点としての3つの機能＝①指定避難所②物資情報のターミナル③救助救護の拠点

阪神淡路大震災
約30万人が、地元の小中
学校や公民館等に避難

【岡津小学校が対象とするエリア】
＊１０自治会町内会 （≒岡津小学校学区）

岡津第1.第2.第３.第４町内会、岡津新町、岡津西部、あおば、
ルネ戸塚弥生台、みやこの杜、グレーシア山手台

＊対象世帯＆人口
■世帯数4,119世帯、 ■総人口11,188人（平成27年国勢調査）

３、地域防災拠点とは
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下水直結式
仮設トイレ

避難所を機能させるの
は、管理運営委員会（住
民＋学校関係者＋行
政）と避難者

岡津小

防災拠点３つの役割

１，指定避難所

２，物資や情報のターミナル

３，住民の救助/救護活動拠点

災害用地下給
水タンク

４、地域防災拠点のイメージ

一時避難場所

•避難所解消日 （阪神淡路の事例）
宝塚市5月21日、尼崎市6月15日
西宮市7月31日、神戸市8月20日

□運営委員参集

□校内設備確認

□避難者受付準備

・避難者カード
・集計ボード
・対感染症用品

・体育館、校舎
・トイレ・水道
・電気、ガス
・防災備蓄庫

・運営委員
（住民中心）
・鍵保管者

■避難者受入開始

拠点開設準備 拠点の開設 生活基盤形成

・区割り班
・飲料水確保班
・トイレ対策班
・生活用具資材班

■班・担当の割振り

開設用資機材
の準備

運営の実践

・避難者カード記入
・カード⇒リスト化

●居住区の区割り

●生活用資機材準備

●食料・飲料水の確保

●トイレの対策

●ゴミ処理への対応

・体育館スペース（1人当
たり2㎡）
・授乳や着替え等専用ス
ペース

・炊飯器等大型機材
・日常品/感染症対策品等

・備蓄数量の把握
・避難者の持寄りの実施

・仮設トイレの組立設置
・トイレパックの管理
・使用ルールの対応

・分別収集の徹底
・収集場所の設置

■班の再編成（委員＋
避難者）

■拠点運営体制確立

■情報共有の体制作り

■救援物資の管理

■防犯活動の実践

長期化への対応

・避難者のグループ分け
・リーダーの配置
・グループをベースにした
拠点運営体制

・拠点内の情報共有シス
テム、ツール
・地域(自治会町内会）と
の情報共有手段

・管理ルール、システムを作る
・拠点外の被災者との連携

・防犯パトロール班の結成

■心と身体の健康管理

■コミュニティーの活用

■多様なニーズの把握

・避難生活の長期化⇒心と
身の両面からの健康管理
が重要（子供、高齢者）

・集団の避難生活には、自治
体制が不可欠。そのため
には、拠点内でのコミュニ
テーの形成が重要。

・避難者のより多様なニー
ズを把することが重要。

■ボランティア要請＆
受入

地
震
発
生

学校再開に向けた協議

再開時期・授業方法・教諭の確保・学用品の確
保・避難者への対応

学校再開班（学校関係者＋PTA+地域関連団体）

拠点閉鎖

□縮小・統合・
閉鎖の調整

□被災者向け
情報の集約

□不要物資の
返却

□備蓄庫への
再備蓄

１時間 3時間 1～2日 ３日 数週間～数か月

■行政へ開設連絡

拠点の生活基盤確立
のため作業グループ

（避難者にも協力要請）

・長期的運営を考えた機
能別班の編成

このプロセスは、管理運営委員会＋避難者が協力して実践する。

５、地域防災拠点開設から閉鎖までのプロセス
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１、地震に強い家と安全な室内確保
（家屋と家財が凶器なることを防ぐ）

□自宅で揃える最低限の備品アイテム
＊昭和５６年５月末日の建築基準法改正以前に建築された建
物は、大地震へ安全性が低いと云われています。そのため
横浜市では、上記期日以前に建築確認を得て着工された２
階建以下の在来軸組構法の木造住宅に対する耐震改修促進
事業（補助金制度）を行っています。

☎横浜市建築局建築防災課 045-671-2943

□家屋の中の安全性の向上
＊地震負傷者の30～50％は家具類の転倒、落下、移動によります。

したがって、室内の家具類に対する対応が重要になります。

①部屋（特に寝室や避難経路近く）に家具を置かない。
②置く場合は、まず安全な配置にする。
③そして、家具を固定する。
※固定はネジ止が基本。キャスター付き家具はロック。

④窓ガラスに悲惨防止フィルムを張る。

☞阪神淡路大震災の死者の８割が建物倒壊による圧死

２、備蓄品の準備
（多くは、自宅に留まって生活をせざるを得ない）

□家屋の耐震化

＊量の目安：３日から1週間程度の量

　　　　　（食　　品） 　　　　　　　　（生活用品）

・水（飲料水、調理用など） ・生活用水　・使い捨てカイロ ・ライター　・乾電池

・主食（レトルト御飯、カップ麺など） ・カッセトコンロ（＋ガスボンベ） ・携帯の予備バッテリー

・主菜（缶詰、レトルト食品など） ・懐中電灯　・ラジオ（充電式） ・蓄電池（ポータブル電源）

・非加熱食品（蒲鉾、チーズなど） ・救急箱　・ラテックス手袋 ・おむつ（乳幼児がいるご家庭）

・野菜ジュース　・菓子類 ・簡易トイレ　・テッシュペーパー ・常備薬　・持病の薬（高齢者など）

・養補助食品　・調味料 ・トイレットペーパー　・ポリ袋 ・生理用品　・ウエットテッシュ

☞ライフラインは壊滅、物資供給は停滞する

＊日常備蓄（ローリングストック）の薦め

乾パンなど普段使わないものを特別に用意するのではな
く、日頃、利用してる食料品や生活必需品を多めに購入
し、日常で消費しながら、一定数がストックされたじ状
態にしておく。

自宅での居住が継続できる状態であれば、在宅避難をしましょう。避難所の環境は厳しく、また著しい生
活の変化から、体調を崩す人が出てきます。大震災に備えて、住宅及び屋内の耐震化を進め、食料や飲料
水、生活用品などの備蓄を心掛け、可能な限り在宅避難ができる準備をしておくべきと考えます。

６、最後に、～重要な日常の備え～

1995年１月１８日（神戸新聞）
神戸市灘区の家屋倒壊現場

コロナ禍での大震災の発生は、感染症との複合災害になります。
おそらく、私たちは、これまで経験したことのない大きな混乱の中で、
教科書通りでは解決できない、多種多様の課題に直面することにな
る思われます。
そして、そうした思いをもって、あらためて、地域防災の在り方を見
直してみると、未曾有の大災害に対して、共助の基本となる「地域住
民のコミュニケーションの醸成」が如何に重要であるか、そのことを
強く意識するところです。

岡津第三町内会


